
 

鎌ケ谷市特別支援教育就学奨励費交付事務取扱要綱 

制定 平成２６年７月１日教育委員会告示第６号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４

号）の目的にかんがみ、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒であって、学校教育

法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３に規定する障害の程度に該当する

もの又は特別支援学級に在籍するものに係る就学のために必要な費用の一部を援助する

特別支援教育就学奨励費（以下「奨励費」という。）を交付することにより、当該児童及

び生徒の就学を奨励することを目的とする。 

（交付対象者） 

第２条 奨励費の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、小学校又は中学校

に在籍する児童又は生徒であって、学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の程

度に該当するもの又は知的障がい特別支援学級若しくは自閉症・情緒障がい特別支援学

級に在籍するものの保護者（以下「交付対象者」という。）とする。 

（収入額・需用額調書の提出） 

第３条 鎌ケ谷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、交付対象者に対し原則と

して毎年７月に特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需用額調書（別記第１号様式。

以下「収入額・需要額調書」という。）に交付対象者の属する世帯の者の前年の収入状況

を証明する書類（以下「証明書」という。）を添付させ、学校長を経由して提出させるも

のとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、証明書の添付を省略するこ

とができる。 

（１） 奨励費の交付を辞退する保護者 

（２） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める児童福祉施設、指定療育機

関等に入所し、又は入院している児童又は生徒であって、当該施設等において就学に

係る措置費の交付又は療育の給付を受けているものの保護者 

（３） 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律（昭

和３１年法律第４０号）に基づく援助を受けている特別支援学級の児童又は生徒の保

護者 

２ 前項の規定は、住所の変更その他の事由により新たに交付対象者となったものについ

て準用する。この場合において、前項中「原則として毎年７月に」とあるのは「速やか

に」と、「前年」とあるのは「前年（交付対象者となった日が１月から３月までの間であ

るときは、前々年）」と読み替えるものとする。 

（算定調書の提出） 

第４条 学校長は、交付対象者から収入額・需用額調書の提出を受けたときは、特別支援

教育就学奨励費の支給に係る算定調書（別記第２号様式）を作成し、１学期分は８月末

日までに、２学期及び３学期分は１月末日までに教育委員会に提出しなければならない。 

（交付額の決定及び通知） 

第５条 教育委員会は、第３条の規定により収入額・需用額調書の提出があったときは、

内容を審査し、次項の規定により支弁区分を決定し、当該支弁区分に応じ、奨励費の交

付額を決定し、特別支援教育就学奨励費交付決定通知書（別記第３号様式）により、学



校長を通じて交付対象者に通知するものとする。 

２ 支弁区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

 （１） 収入額が需要額の２．５倍未満の場合 支弁区分ⅠⅡ 

（２） 収入額が需要額の２．５倍以上の場合 支弁区分Ⅲ 

３ 前項の収入額とは、次の式による額とする。 

収入額＝（Ａ－Ｂ）÷１２－Ｃ 

この式において、Ａ、Ｂ及びＣは、それぞれ次に掲げるものとする。 

Ａ 前年１月から１２月までの間の同一生計世帯全員の総所得金額及び退職所得の

合計額 

Ｂ 課税にあたって所得控除された社会保険料、生命保険料及び損害保険料の合計額 

Ｃ 世帯で２人以上の児童及び生徒が特別支援学級に就学している場合、その就学者

の数から１を減じた数に生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく保護の

基準（以下「保護基準」という。）に示す障害者加算の加算額を乗じて得た額 

４ 第２項の需要額とは、前年１２月末日の同一生計世帯の世帯構成に基づき保護基準に

示す基準額を用いて算定する額とする。 

（適用開始日） 

第６条 年度当初から在籍している児童又は生徒にあっては当該年度の４月１日を、年度

の途中で転出入又は異動があった児童又は生徒にあっては当該転出入又は異動があった

日を奨励費の交付の適用開始日とする。 

（奨励費の交付額） 

第７条 奨励費の交付額は、費目及び対象区分に応じ、次の表のとおりとする。 

 

費  目 説  明 

対 象 区 分  

交 付 額 

支

弁

区

分

Ⅰ

Ⅱ 

支

弁

区

分

Ⅲ 

学 年 

学校給食費 学校給食を受ける児童

又は生徒の保護者が給

食費として徴収される

費用 

○  小学校及び中

学校の全学年 

実費額の半額（国庫補

助対象限度額を限度

とする。） 

通学費 最も経済的な通常の経

路及び方法により通学

する場合の交通費 

○ ○ 小学校及び中

学校の全学年 

実費額（国庫補助対象

限 度 額 を 限 度 と す

る。） 

職場実習費 中学校の教育課程に従

い学校長の管理のもと

に学校外の事業所にお

いて生徒が職場実習に

参加する場合の交通費 

○ ○ 中学校の全学

年 

実費額（国庫補助対象

限 度 額 を 限 度 と す

る。） 



交流学習費 学校教育の一環として

特別支援教育諸学校又

は他の小中学校の特別

支援学級の児童又は生

徒と集団活動を行う場

合に必要な交通費 

○ ○ 小学校及び中

学校の全学年 

実費額（国庫補助対象

限 度 額 を 限 度 と す

る。） 

修学旅行費 小学校及び中学校を通

じ、それぞれ１回参加す

る修学旅行に要する費

用のうち、交通費、宿泊

費、見学料及び均一に負

担すべきこととなる費

用 

○  小学校第６学

年及び中学校

第３学年 

実費額の半額（国庫補

助対象限度額を限度

とする。） 

宿泊を伴わ

ない校外活

動の参加費 

 

宿泊を伴わない校外活

動に直接必要な交通費

及び見学料 

○ 

 

小学校及び中

学校の全学年 

実費額（国庫補助対象

限 度 額 を 限 度 と す

る。） 

宿泊を伴う

校外活動の

参加費 

宿泊を伴う校外活動に

直接必要な交通費及び

見学料 

○ 

 

小学校第５学

年及び中学校

第２学年 

実費額（国庫補助対象

限 度 額 を 限 度 と す

る。） 

学用品・通学

用品購入費 

通常必要とする学用品

の購入費（体育実技用具

費（小学校にあってはス

キー又はスケート用具、

中学校にあっては柔道、

剣道、スキー又はスケー

ト用具うち、いずれか１

つを購入するために要

する費用をいう。）及び

授業において使用する

拡大教材の購入費（弱視

の児童又は生徒が使用

する場合に限る。）を加

算する。） 

○  小学校及び中

学校の全学年 

実費額の半額（国庫補

助対象限度額を限度

とする。） 

新入学児童

生 徒 学 用

品・通学用品

購入費 

新入学の児童又は生徒

が通常入学時に必要と

する学用品及び通学用

品の購入費 

○  小学校第１学

年及び中学校

第１学年（奨励

費の交付の適

用開始日が４

月１日である

場合に限る。） 

実費額の半額（国庫補

助対象限度額を限度

とする。） 

備考 



１ 国庫補助対象限度額とは、特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象限度額

をいう。 

２ 年度の途中で異動があった場合は、当該月を対象とし、月割計算によりこうふす

るものとする。 

３ 転出入による廃止又は開始の場合は、関係する教育委員会等と協議し、重複のな

いよう交付するものとする。 

４ 月の途中で要保護又は準要保護に異動した場合は、当該月は奨励費の交付の対象

としない。 

（奨励費の支払い） 

第８条 学校長は、交付対象者の委任を受け、第５条の規定による決定に基づき一括して

奨励費を請求し、交付対象者に奨励費を交付するものとする。 

２ 学校長は、奨励費の交付の状況について個人別交付台帳（別記第４号様式）により速

やかに教育委員会に報告するものとする。 

（交付の時期） 

第９条 奨励費は、原則として１学期分を９月に、２学期分及び３学期分を３月に交付す

るものとする。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の交付事務に関し必要な事項は、学校教

育担当課長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公示の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 
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×
 
 
 
日
＝
 
 
 
 
 
円
 

 

 
 

 

１
日
 
 
 
 
 
円
×
 
 
 
日
＝
 
 
 
 
 
円
 

 

 
 

 

１
日
 
 
 
 
 
円
×
 
 
 
日
＝
 
 
 
 
 
円
 

 

４
 



特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

の ののの
交
付

交
付

交
付

交
付

に ににに
係 係係係
る るるる
算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書
    

 

修
学
旅

行
費

修
学
旅

行
費

修
学
旅

行
費

修
学
旅

行
費

（ （（（
修
学

旅
行

修
学

旅
行

修
学

旅
行

修
学

旅
行

に ににに
要 要要要
す

る
す

る
す

る
す

る
経
費

経
費

経
費

経
費

） ）））
    

学
年
 

氏
 
 
 
名
 

実
施
日
 

旅
行
先
 

交
通
費
 

宿
泊
費
 

そ
の
他
の

経
費
 

計
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

注
１
 
そ
の
他
の
経
費
の
欄
に
は
、
見
学
料
お
よ
び
均
一
に
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
費
用
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

注
２
 
添
付
書
類
と
し
て
会
計
報
告
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 



 

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

の ののの
交
付

交
付

交
付

交
付

に ににに
係 係係係
る るるる
算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書
    

 

校
外
活

動
参
加

費
校

外
活

動
参
加

費
校

外
活

動
参
加

費
校

外
活

動
参
加

費
（ （（（

宿
泊

宿
泊

宿
泊

宿
泊

な
し

な
し

な
し

な
し

） ）））
    

※ ※※※
修
学
旅
行

修
学
旅
行

修
学
旅
行

修
学
旅
行

・ ・・・
林
間
学
校

林
間
学
校

林
間
学
校

林
間
学
校

を ををを
除 除除除
く くくく
    

学
年
 

氏
 
 
 
名
 

実
施
日
 

旅
行
先
 

交
通
費
 

そ
の
他
の

経
費
 

計
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

注
１
 
そ
の
他
の
経
費
の
欄
に
は
、
見
学
料
お
よ
び
均
一
に
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
費
用
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 



 

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

の ののの
交
付

交
付

交
付

交
付

に ににに
係 係係係
る るるる
算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書
    

 

校
外
活

動
参
加

費
校

外
活

動
参
加

費
校

外
活

動
参
加

費
校

外
活

動
参
加

費
（ （（（

宿
泊

宿
泊

宿
泊

宿
泊

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

： ：：：
林
間
学

校
林
間
学

校
林
間
学

校
林
間
学

校
に ににに

要 要要要
す
る

す
る

す
る

す
る

経
費

経
費

経
費

経
費

） ）））
    

学
年
 

氏
 
 
 
名
 

実
施
日
 

旅
行
先
 

交
通
費
 

宿
泊
費
 

そ
の
他
の

経
費
 

計
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

注
１
 
そ
の
他
の
経
費
の
欄
に
は
、
見
学
料
お
よ
び
均
一
に
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
費
用
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

注
２
 
添
付
書
類
と
し
て
会
計
報
告
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

７
 



特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

の ののの
交
付

交
付

交
付

交
付

に ににに
係 係係係
る るるる
算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書
    

 

学
用
品

学
用
品

学
用
品

学
用
品

・ ・・・
通
学

用
品

購
入
費

通
学

用
品

購
入
費

通
学

用
品

購
入
費

通
学

用
品

購
入
費
    

学
年
 

氏
 
 
 
名
 

購
入
日
 

品
 
 
名
 

金
 
 
額
 

添
付
書
類
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

注
１
 
添
付
書
類
と
し
て
購
入
額
の
わ
か
る
書
類
（
保
護
者
向
け
集
金
の
お
知
ら
せ
、
学
校
一
括
購
入
時
の
領
収
書
な
ど
）
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
 

８
 



特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費

の ののの
交
付

交
付

交
付

交
付

に ににに
係 係係係
る るるる
算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書

算
定

調
書
    

 

新
入
学

児
童
生

徒
学

用
品

新
入
学

児
童
生

徒
学

用
品

新
入
学

児
童
生

徒
学

用
品

新
入
学

児
童
生

徒
学

用
品

・ ・・・
通
学

用
品
購

入
費

通
学

用
品
購

入
費

通
学

用
品
購

入
費

通
学

用
品
購

入
費
    

学
年
 

氏
 
 
 
名
 

購
入
日
 

品
 
 
名
 

金
 
 
額
 

添
付
書
類
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

注
１
 
添
付
書
類
と
し
て
購
入
額
の
わ
か
る
書
類
（
入
学
説
明
会
等
で
保
護
者
に
向
け
て
購
入
を
求
め
る
学
用
品
や
学
校
指
定
の
制
服
、
体
操
服
等
の
販
売
額
が
分
か
る
も
の
な
ど
）
の

写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
 

９
 



第３号様式（第５条関係） 

 

第      号 

  年  月  日 

 

            様 

 

 

鎌ケ谷市教育委員会 

 

 

特別支援教育就学奨励費交付決定通知書 

 

 このことについて、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 学  校  名       

 

２ 児童生徒氏名    

 

３ 保 護 者 氏 名    

 

４ 決 定 事 項    

 

５ 決 定 理 由    

 

６ 認 定 年 月 日    

 

７ 交 付 金 額    

 

８ そ の 他   奨励費交付に係る手続きは学校長経由で行います。 

 



第
４

号
様

式

本
　

　
人

付
　

添
　

人
本

　
　
人

付
　

添
　

人
本

人
付

添
人

本
人

付
添

人
本

人
付

添
人

負
担

金

補
助

金

計

負
担

金

補
助

金

計

負
担

金

補
助

金

計

負
担

金

補
助

金

計

負
担

金

補
助

金

計

負
担

金

補
助

金

計

負
担

金

補
助

金

計

交
通

費
（
通

学
費

、
帰

省
費

）の
算

定
基

礎

支
給

額
支

給
額

支
給

額
支

給
額

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

計

　
注

　
受

領
印

は
、

別
に

受
領

に
関

す
る

書
類

が
あ

る
場

合
は

不
要

個 個個個
　 　　　

人 人人人
　 　　　

別 別別別
　 　　　

支 支支支
　 　　　

給 給給給
　 　　　

台 台台台
　 　　　

帳 帳帳帳

通
　

学
　

状
　

況

付
添

い
状

況
左

の
積

算
内

訳
左

の
積

算
内

訳

本
人

経
費

付
添

人
経

費
本

人
経

費
付

添
人

経
費

帰
省

費

第
５
回

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

第
６
回

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

交
　

　
流

学
習

費

交
　

　
通

　
　

費

計
　

（A
)

左
の

積
算

内
訳

左
の

積
算

内
訳

通
学

費

身
体

障
害

者
手

帳
の

有
無

有
　

・　
無

児
童

等
氏

名

保
護

者
等

氏
名

□
　

自
宅

か
ら

通
学

　
　

□
　

寄
宿

舎
か

ら
通

学
　

　
□

　
施

設
か

ら
通

学

区
　

　
　

　
　

分

第
１
回

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

第
２
回

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

第
３
回

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

第
４
回

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

児
童

等
の

学
部

等

保
護

者
等

の
住

所

通
　

学
　

費
帰

　
省

　
費

職
　

　
場

実
習

費

支
弁

区
分

Ⅰ
・
Ⅱ

・
Ⅲ

幼
・
小

・
中

・
高

（
別

）
・
高

（
専

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

　
　

組

〒 　
　

　
　

　
　

　
　

　
�

　
（　

　
　

　
　

）　
　

　
　

　
　

　
－

日
用

品
等

購
入

費

計
受

領
印

寄
宿

舎
居

住
費

寝
　

　
具

購
入

費
食

　
　
費

修
学

旅
行

費

修
学

旅
行

校
外

活
動

費

　
《
備

考
》

区
分

学
用

品

購
入

費

拡
　

　
大

教
材

費
宿

泊
生

活
訓

練
費

職
場

実
習

宿
泊

費

新
入

学
児

童
生

徒
学

用
品

費
等

通
学

用
品

購
入

費
教

科
用

図
書

購
入

  
 費

学
校

給
食

  
 費

 

 


